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行政からの

お らせ知
information

交
通
安
全
推
進
隊
募
集

こ
ん
な
と
き
に
は
、
年
金
の
届
出
を
！

地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

消
費
者
情
報

　

県
で
は
、
身
近
な
地
域
で
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
交
通
安
全
活
動
を
実
践

す
る
「
交
通
安
全
推
進
隊
」
を
募
集
し

ま
す
。

　

隊
員
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
安
心
し

て
活
動
す
る
た
め
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険

の
加
入
や
帽
子
の
支
給
な
ど
を
行
い
ま

す
。

応�

募
資
格　

平
成
７
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
、
県
内
に
居
住
ま
た
は
勤

務
・
通
学
し
て
い
る
方

活�

動
方
法　

小
学
校
区
ご
と
に
グ
ル
ー

プ
で
月
１
回
以
上
活
動

登
録
期
間　

７
月
１
日
か
ら
１
年
間

受
付
期
間　

４
月
８
日
～
５
月
９
日

応�

募
方
法　

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
地
域
振
興
事
務
所
、
県
生

活
・
交
通
安
全
課
あ
て
に
郵
送
（
持

参
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
可
）
ま
た
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
応
募
フ
ォ
ー
ム
で
送

信
。

※
応
募
用
紙
は
、各
地
域
振
興
事
務
所
、

市
区
町
村
交
通
安
全
担
当
課
、
各
警
察

署
で
入
手
で
き
ま
す
。

　
　

県
生
活
・
交
通
安
全
課
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.pref.chiba.lg.jp/

自
転
車
の
盗
難
防
止

　

自
転
車
の
盗
難
が
多
発
し
て
い
ま

す
。
被
害
者
の
約
半
数
は
未
成
年
者
で

す
。
特
に
、
こ
の
春
か
ら
自
転
車
で
通

勤
・
通
学
を
始
め
た
方
は
、
大
切
な
自

転
車
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

○
ツ
ー
ロ
ッ
ク
に
し
ま
し
ょ
う

　

�

施
錠
は
、
ワ
イ
ヤ
ー
錠
な
ど
を
使
い

「
ツ
ー
ロ
ッ
ク
（
二
重
ロ
ッ
ク
）」
に

し
ま
し
ょ
う
。

○�
防
犯
性
能
の
高
い
鍵
を
付
け
ま
し
ょ
う

　

�
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に
適
合
し
た
鍵
を
選
び

ま
し
ょ
う
。

○�

自
宅
や
学
校
で
も
必
ず
鍵
を
か
け
ま

し
ょ
う

　

�

短
時
間
の
駐
輪
で
も
必
ず
鍵
を
か
け

ま
し
ょ
う
。

○
防
犯
登
録
を
必
ず
し
ま
し
ょ
う

　

�

登
録
し
て
ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼
っ
て
お

け
ば
、
盗
難
に
遭
っ
た
場
合
に
正
確

な
手
配
が
出
来
る
の
で
、
自
転
車
が

発
見
さ
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

�

な
お
、
防
犯
登
録
は
法
律
で
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

○�

路
上
に
放
置
せ
ず
、
監
視
の
目
が
行

き
届
い
た
駐
輪
場
を
利
用
し
ま
し
ょ

う

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド　

　
　
　
　
　

自
己
防
衛
し
っ
か
り
と
！

　

４
月
か
ら
社
会
人
に
な
る
な
ど
、
銀

行
の
預
金
口
座
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

を
作
る
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
数
年
、
暗
証
番
号
を
カ
メ
ラ
で

盗
み
撮
り
さ
れ
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

が
偽
造
さ
れ
た
り
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
が
盗
ま
れ
る
な
ど
の
事
件
が
多
発
し

て
い
ま
す
。
被
害
額
は
年
間
数
十
億
円

に
も
の
ぼ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
平
成
16

年
２
月
に
「
預
金
者
保
護
法
」
と
い
う

法
律
が
で
き
ま
し
た
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
が
偽
造
、
盗
難
さ
れ
て
被
害
に

あ
っ
た
場
合
、
顧
客
に
落
ち
度
が
な
け

れ
ば
、
原
則
、
金
融
機
関
が
顧
客
に
補

償
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

で
も
や
は
り
大
事
な
の
は
、
私
た
ち

が
安
全
対
策
を
取
る
こ
と
で
す
。

　

例
え
ば
、『
暗
証
番
号
は
絶
対
に
生

年
月
日
、
電
話
番
号
に
し
な
い
』、『
暗

証
番
号
を
の
ぞ
き
見
さ
れ
な
い
よ
う
に

す
る
』
…
な
ど
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
万
が
一
に
備
え
、
金
融
機
関
の

緊
急
連
絡
先
を
メ
モ
し
て
お
く
と
安
心

で
す
。

◆
山
武
市
消
費
生
活
相
談
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日�　

時　

毎
週
月
曜
日
・
金
曜
日
（
※

祝
日
を
除
く
）
午
前
９
時
～
午
後
４

時
半

場　

所　

山
武
市
役
所

　

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20
歳
以

上
60
歳
未
満
す
べ
て
の
人
が
加
入
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

届
出
を
忘
れ
る
と
、
将
来
受
け
取
る

年
金
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
受
け
取
れ

な
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
忘
れ
ず
に
手
続

き
し
ま
し
ょ
う
！

届出が必要な時 手続き先

20 歳になったら
（厚生年金や共済年金加入
者を除く。）

市役所市民課または各出張所

会社員や公務員に扶養されて
いる妻（夫）
⇒　配偶者の勤務先

退職したとき
（厚生年金や共済年金加入
者の場合）

市役所市民課または各出張所

配偶者の扶養からはずれた
とき（配偶者の退職等）

市役所市民課または各出張所

問




